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入 札 公 告

次のとおり一般競争入札に付します。

本案件は、競争参加資格確認のための証明書等

（以下 ､｢証明書等」という ｡)の提出、入札を電子

調達システム（ＧＥＰＳ）で行う対象案件です。

平成 29年７月 26日

分任支出負担行為担当官

関東地方整備局

東京外かく環状国道事務所長 四童子 隆

１ 調達内容

(1) 調達件名及び数量

Ｈ 29東京外かく環状国道事務所自動車（ 10

人乗り）１台交換購入一式（電子調達システ

ム対象案件）

(2) 調達件名の特質等 入札説明書による

(3) 納入期限

平成 29年 11月２日まで

(4) 納入場所
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関東地方整備局 東京外かく環状国道事務所

東京都世田谷区用賀４－５－ 16

(5) 入札方法 落札決定に当たっては、国が引

き渡す物品と国が購入する物品の差額、課税

対象となる輸送費等諸経費及び自動車リサイ

クル料金（資金管理料金）、自動車重量税、

自動車損害賠償責任保険料、自動車リサイク

ル料金（非課税分）の総価を落札金額とする

ので、入札者は消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問

わず、国が引き渡す物品と国が購入する物品

の差額、輸送費等諸経費及び自動車リサイク

ル料金（資金管理料金）を加算した金額と当

該金額の 100分の８に相当する額（当該金額に

１円未満の端数があるときは、その端数金額

を切り捨てた金額とする。）、自動車重量税、

自動車損害賠償責任保険料、自動車リサイク

ル料金（非課税分）を加算した総価を入札書

に記載すること。引き渡す物品が既にリサイ

クル料金納付済みの場合、譲渡する日をもっ
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て、国は当該自動車の最終所有者ではなくな

るため、預託済みのリサイクル料金等相当額

を別途発行する納入告知書により、所定の期

限までに納付すること。なお、納付する預託

済みのリサイクル料金等相当額は入札書の総

価に含まない。

原則として、当該入札の執行において入札

執行回数は２回を限度とする。なお、当該入

札回数までに落札者が決定しない場合は、原

則として予算決算及び会計令第 99条の２の規

定に基づく随意契約には、移行しない。

(6) 電子調達システム（ＧＥＰＳ）の利用

1) 電子調達システムによる入札参加を希望

する場合は、電子認証（ＩＣカード）を取

得していること。また、確認書を３ (1)の問

い合わせ先に事前にＦＡＸにて提出するこ

と。

2) 電子調達システムによりがたい場合は、

証明書等とともに紙入札方式参加願を提出

すること。
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２ 競争参加資格

(1) 予算決算及び会計令第 70条及び第 71条の規

定に該当しない者であること。

(2) 平成 28・ 29・ 30年度国土交通省競争参加資

格（全省庁統一資格）「物品の販売」のＣ又

はＤ等級に格付けされた関東・甲信越地域の

競争参加資格を有する者であること。なお、

「競争参加者の資格に関する公示」（平成 27

年 12月 24日付官報）に記載されている時期及

び場所で競争参加資格の申請を受け付ける。

(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申し立

てがなされている者又は民事再生法に基づき

再生手続開始の申立てがなされている者（競

争参加資格に関する公示に基づき (2)の競争参

加資格を継続する為に必要な手続きをおこな

った者は除く ｡)でないこと。

(4) 証明書等の提出期限の日から開札の時まで

の期間に、関東地方整備局長から指名停止を

受けていないこと。
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(5) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を

支配する者又はこれに準ずるものとして、国

土交通省公共事業等からの排除要請があり、

当該状態が継続している者でないこと。

(6) 入札説明書の交付を直接受けた者であるこ

と。（３ (3)の交付方法により直接入札説明書

を入手した者であること ｡)

(7) 自動車の納入実績が過去５年間で１台以上

あること。（公的機関、民間を問わない）

※ここでいう自動車は、「道路交通法」で定

義する自動車とする。「原動機を用い、かつ、

レース又は架線によらないで運転する車であ

って、原動機付自転車、自転車及び身体障害

者用の車いす並びに歩行補助車その他の小型

の車で政令で定めるもの以外のものをい

う。」（道路交通法第２条第１項第９号）

(8) 当該機械（納入物品）に関し、メンテナン

ス体制について次の体制を有する者であるこ

と。

・ 東京都内に１箇所以上の整備工場（サー
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ビス工場もしくは協力工場）が確保され

ていること。

(9) 製作仕様書に示す仕様が使用目的に耐えう

るものと判断できること。

３ 証明書等及び入札書の提出場所等

(1) 電子調達システムのＵＲＬ、証明書等、入

札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問

い合わせ先

政府電子調達システム https://www.geps.g

o.jp/

〒 158-8580 東京都世田谷区用賀４－５－１６

国土交通省 関東地方整備局 東京外かく環

状国道事務所 経理課 契約係

TEL03－ 3707－ 6070

FAX03－ 3707－ 3648

(2) 紙入札方式による証明書等、入札書の提出

場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先

上記 (1)の問い合わせ先に同じ

(3) 入札説明書の交付期間、交付場所及び交付

方法



- 7 -

1) 入札説明書を電子調達システムにより交

付する。交付期間は平成 29年７月 26日から

平成 29年９月 11日までとする。

2) やむを得ない事由により、上記交付方法

による入手ができない入札参加希望者に対

しては、記録媒体（ＣＤ－Ｒ等、ＵＳＢは

不可）を上記 (1)に持参又は郵送することに

より電子データを交付する。持参による場

合は、上記 (1)に記録媒体を持参すること。

郵送による場合は、上記 (1)に記録媒体、返

信用の封筒（切手を貼付）、入札参加希望

者の連絡先がわかるものを同封すること。

受付期間は平成 29年７月 26日から平成 29年

９月８日までの土曜日、日曜日及び休日等

（行政機関の休日に関する法律（昭和 63年

法律第 91号）第１条第１項に規定する行政

機関の休日（以下「休日」という ｡))を除く

毎日、９時 15分から 18時 00分まで (最終日は

16時まで )とする。

(4) 電子調達システムによる証明書等の提出期
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限、紙入札による証明書等の提出期限

平成 29年８月 10日 13時 00分

(5）電子調達システムによる入札書の提出期限 、

紙入札による入札書の提出期限

平成 29年９月８日 16時 00分

(6) 開札の日時及び場所

平成 29年９月 11日 10時 00分

国土交通省関東地方整備局

東京外かく環状国道事務所 経理課

４ その他

(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金及び契約保証金 免除。

(3) 入札者に要求される事項

1) 電子調達システムにより参加を希望する

者は、証明書等を上記３ (4)の提出期限まで

に、上記３ (1)に示すＵＲＬに提出しなけれ

ばならない。

2) 紙入札方式により参加を希望する者は、

必要な証明書等を３ (4)の提出期限までに、
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３ (2)に示す場所に持参又は書留郵便等（書

留郵便及び「民間事業者による信書の送達

に関する法律」（平成 14年法律第 99号）第

２条第６号に規定する一般信書便事業者若

しくは同条第９項に規定する特定信書便事

業者の提供する同条第２項に規定する信書

便のうち、引き受け及び配達記録をした信

書便をいう ｡)により提出しなければならな

い。

(4) 落札対象 当該購入の仕様に関する資料は 、

契約担当官等において技術審査を行い、基本

的仕様及び特質等が満たされ、使用目的に耐

え得ると判断した当該購入の仕様に関する資

料に係る入札書のみを落札対象とする。

(5) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格

を有しない者のした入札、証明書等に虚偽の

記載をした者のした入札、入札に関する条件

に違反した入札は無効とする ｡(入札説明書、

関東地方整備局競争契約入札心得、一般競争

入札（電子調達システム）に際しての注意事
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項参照）

(6) 契約書の作成の要否 要。

(7) 落札者の決定方法 予算決算及び会計令第

79条の規定に基づいて作成された予定価格の

制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とする。

(8) 手続きにおける交渉の有無 無。

(9) 詳細は入札説明書による。


